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研究成果の概要（和文）：「責任」や「意図」といった概念は、現実の司法において決定的な役割を果たすにもかかわ
らず、これらの概念が法律の世界において持つ意味と、一般人がそれについて理解する内容（「素朴法理解」）の乖離
は大きい。そこで、社会心理学の研究者が中心となって、法社会学、応用倫理学等の専門家との協働により、実証研究
を行った。得られた知見からは、違反行為に関する責任追求と違反者に対する責任追及の峻別の困難さ、法人等の本来
は心的状態をもたないはずの社会的実体に自然人と同様に意図や動機などの作用を推論して責任判断を行う傾向等が明
らかになった。また、応用倫理学や法教育に適用可能な理論的枠組みの提案を試みた。

研究成果の概要（英文）：As an interdisciplinary attempt across the areas of psychology, law, and ethics, 
the present study aimed to reveal the structure of "naive legal theory" (i.e., a mental model prevalent 
among lay people without formal training) with respect to legal concepts such as responsibility, and the 
underlying psychological processes. In a series of empirical studies employing social psychological 
experiments, we examined how judgments of responsibility are constructed concerning acts of an individual 
(natural person) as well as those of an organization (legal person). We also analyzed the contents of 
different kinds of norm-conscious behavior as well as the effect of their activated states through 
priming methods. A theoretical model was proposed so that motivational cognitive processes contributing 
to the construction of responsibility can be accounted for on the integral basis on traditional 
theoretical perspectives of legal philosophy and ethics.

研究分野： 社会心理学
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１．研究開始当初の背景 
「責任」や「意図」といった概念は、現実の
司法において極めて重要な役割を果たすに
もかかわらず、これらの概念が法学あるいは
法実務において持つ意味と、一般人が理解す
る内容（「素朴法理解」）との間には、しばし
ば大きな乖離が認められる。こうした乖離は、
特に裁判員裁判等において顕在化した場合
に重大な影響を招く恐れがある。また、マス
コミ等を通じた司法に関する報道の内容と、
これを受け取る一般市民の素朴法理解が食
い違うと、司法制度全体に対する信頼を低下
させかねない。ところが、専門家と一般人の
間の法理解の乖離について、その実態を把握
し、原因となる心理的過程を解明しようとし
た試みは、理論面でも実証でも極端に不足し
ていた。 
 

２．研究の目的 
 前項で述べた問題意識に基づき、本研究が
設定した目的とは、社会心理学、法社会学、
応用倫理学の専門家が結集し、素朴法理解の
構造とその基底にある心理的過程の特質を
実証的に明らかにするとともに、それぞれに
関する規範論的位置づけを与える理論的枠
組みを構築することであった。先ず、原因推
論過程や、「意図」等の心的状態に関する推
論過程、非難の形成と懲罰動機といった心理
的諸過程に関する、心理学理論および実証的
知見を渉猟こと、そしてこれらを包括する観
点を得ることを目指した。その手がかりとし
て、個人レベルおよび集団レベルでの「責任」、
そして刑事と民事の各領域における「責任」
に関する認識について、またその文化的基盤
について検証を行うことを、中心問題のひと
つと位置づけた。これにより、組織の代表者
に対する責任追及、個人を捨象した抽象的実
体としての組織･集団それ自体に対する固有
の責任追及、また集団成員として経験される
集合的責任意識といった、異なる問題領域に
通底する素朴理解構造について、実証的心理
学の方法を用いながらアプローチすること
が可能となった。加えて、こうして措定され
た素朴理解を、従来の法理論体系と関連づけ
る作業、また哲学･倫理学的視点から体系づ
ける作業を行うことを目指した。  
 

３．研究の方法 
(1) 責任判断と非難に属人的情報が与える
影響 
 一般人の素朴法理解においては、違反行為
に関する責任追求と、違反者に対する責任追
及とが、峻別されにくいことが予測される。
社会的認知研究の膨大な知見によると、こう
した属人的判断傾向は、むしろ人間の社会的
事象に対する認識の基本的特質であるとさ
え言える。そこで、社会的認知研究でしばし
ば用いられるシナリオ実験を主な手法とし
て､道徳的に劣った人格や、非人間的（動物
的あるいは機械的いずれの意味においても）

属性を持った人物が当事者となる刑事事案
シナリオを用いて、非難の構成要素である意
図認知や感情的反応などとともに、非難、懲
罰動機などを併せて測定し、これらの変数間
の構造的連関を分析した。大学生を対象とし
て実験だけでなく、特に人物道徳性の効果を
調べた実験では一般市民の幅広い層を対象
に、web 調査の形式でデータを収集した。 
(2) 組織の責任と成員個人の責任 
 (ⅰ) 組織の責任とリーダーの責任 
 日本人はアメリカ人よりも組織のリーダ
ーに対して厳しい責任判断を行うことが先
行研究で知られている。すなわち、リーダー
を責める際、アメリカ人はリーダー個人の行
為に基づいて責めるのに対し、日本人はリー
ダー個人の行為だけでなく組織の行為にも
基づいて責めるのである。本研究は、こうし
た文化差が、①集団の因果的影響力に注目す
る認知傾向の文化差によってもたらされる
のか、それとも、②集団の利益を優先する集
団主義的価値観の文化差によってもたらさ
れるのかを検討した。具体的題材として、組
織で生じた良い出来事対してリーダーをど
の程度賞賛するかを日米の回答者（学生）に
尋ねた。 
 (ⅱ) 組織リーダーの引責行為 
 組織の活動が外部の人に被害をもたらし
た場合、組織トップがどのような釈明をすれ
ば組織の信頼を損ねにくいのか、また、組織
トップ個人の引責が組織の評価を維持する
上で有効なのかを検討した。回答者（日本人
学生）は、不祥事後の記者会見場面を描いた
文章を読み、不祥事の原因や組織の誠実さ、
組織の責任感の評価を行った。 
 (ⅲ)組織の責任と個人の責任 
 組織と成員の責任がどのようなとき「正相
関」し、どのようなとき「負相関」するのか
を明らかにすることを目指して研究を行っ
た。 
 さらに、特定個人を介せずに法人それ自体
に責任を負わせることができるか、という法
学の法人処罰の論点に関して、一般の人々は
どのように考えているのかを明らかにする
ため、一般市民を対象とする web 調査を行っ
た。 
(3) 行為者としての組織・集団 
 法人をはじめ、本来心的状態をもたないは
ずである組織についても、自然人と同様に意
図や動機など心的状態を推論し､これに基づ
いて非難と責任判断を行うという理論モデ
ルを検証するための実験研究を行った。特に、
組織の行為主体性（agency）の認知と意図認
知、義憤感情、非難と懲罰動機の因果パス構
造を解析した。データは、一般市民を対象と
する web 調査によって得られた。 
(4) 専門家による理解との比較 
 本プロジェクトの研究課題である「法的概
念の教育方法」という実践的な研究目的を踏
まえて、単に一般人の法意識（法の素朴理論）
に留まらず、法律家が責任帰属についてどう



いう法意識を持っているか、そして法律家が
一般人の法意識についてどのように考えて
いるか（法律家のメタ認知）を明らかにする
ための質問紙調査を行った。 
 専門家対象の調査は、2015 年の司法試験合
格者、司法修習生、若手法曹（以下法律専門
家とよぶ）に対して行った。回収数は計 187
通であった。これを、上記(2-ⅲ)で収集した
一般人データとの比較により分析した。 
(5) 集合的罪悪感 
 集団成員としての責任意識研究として、集
合的罪悪感の成立過程について実験的検討
を行った。集団間葛藤に関する実験パラダイ
ムを用いたが、加害者側の集合的罪悪感を扱
った多くの先行研究とは対照的に､被害者側
が罪悪感を加害集団成員に要求する過程に
ついてオリジナルな仮説の検証を試みた。こ
れと関連して､集団間における感情、認知、
コミュニケーションをめぐる諸過程の検証
を並行して行った。 
(6) 法意識プライミングの効果 
 法意識を涵養することが､一般人の規範遵
守的態度にもたらす影響を吟味するための
実験研究を行った｡法意識プライミングを導
入することにより、規範遵守傾向を促進でき
るかどうかが分析の焦点であった。これと関
連して、命令的規範と記述的規範の区別に関
する実証や、規範遵守に関わる自尊感情の測
定、さらにプライミング手法の開発なども併
せて実行した。 
(7) 法教育の実践 
 法教育の実践を目指して、本プロジェクト
を通じて論考された素朴法理解に関わる
様々な変数を、情報端末利用に関わる倫理教
室における教材に活用し、またその実効性を
確かめるための調査にも適用した。 
 

４．研究成果 
(1) 責任判断と非難に属人的情報が与える
影響 
人格的道徳性が劣る被告、あるいは動物性と
いう意味での非人間性が知覚される被告に
は､より重い量刑判断がなされることが一貫
して示された｡また、低道徳性に対する懲罰
の主要な媒介変数として最も一貫した結果
を得たのは、更生可能性に関する認知による
媒介であった。これは無能力化への動機が強
く作用したものであると解釈された。これと
並んで、応報的感情の媒介効果も見られた。 
(2) 組織の責任と成員個人の責任 
 「組織の責任とリーダーの責任」について
は、良い出来事においても、日本人は、組織
の責任をリーダーに波及させる判断を示し
ていた。これは、「集団の因果的影響力に注
目する認知傾向の文化差」という解釈と、よ
り整合する結果であった。 
 「組織リーダーの引責行為」については、
トップの謝罪や減給処分は不祥事原因の認
知にはほとんど影響しないが、組織の誠実さ
や責任感の認知には影響することが、明らか

になった。考察では、引責場面において、組
織の代表が組織の身代わりとして機能しう
ることを論じた。 
 「組織の責任と個人の責任」については、
成員が「組織の方針に反して自分の意志で」
逸脱行為をしている場合は、成員は「行為に
関する責任」、組織は「監督過失の責任」、と
いった異なる種類の責任を問われ、両者の間
で正の相関（成員の行為の責任が大きいほど、
それを見逃した監督過失も大きい、といった
認知）が見られることを予測した。一方、成
員が組織の方針に従って逸脱行為をしてい
る場合は、組織と成員のいずれもが部分的に
行為主体であった可能性があり、両者とも行
為に対する責任、という同一の責任の一部を
問われ、両者の責任の間には負の相関（一方
に大きな行為主体性が知覚されるほど、他方
の行為主体性は小さく知覚され、責任もそれ
と連動する）が見られることを予測した。前
者の正相関の予測は支持されたが、後者の負
相関の予測は支持されず、無相関だった。回
答者は、組織が行為を主導しているような場
合でも、組織の監督責任も重視していたため、
負相関と正相関が相殺しあい、無相関となっ
た可能性がある。 
 さらに、「特定個人を介さずに法人それ自
体に責任を負わせることができるか」という
問題に関しては、明白な過失がある成員がい
なくても、組織の活動を通じて起きた結果に
対しては大多数の人 （々7～9割）が組織に責
任を知覚することが明らかになった。一方で、
明白な過失がある成員がいても、業務外の活
動で生じた結果に対しては組織に責任があ
ると判断する人は少数派（2割）であった。 
(3) 行為者としての組織・集団 
 法人の責任に関する判断の主要な規定要
因は、主体性･計画性などの行為主体性が認
知されるのに応じて､組織的意図の認知、及
び応報感情が喚起され､それによって非難が
形成されて懲罰判断へと至るという因果バ
スが､一貫して観察された｡これは、意図認知
形成、応報的懲罰動機、集合的主体性認知と
いう、社会心理学研究において重要視されな
がらも相互独立的に発展してきた理論枠組
みを統合する視座を開く、大きな意義を持つ
知見と言える。 
(4) 専門家による理解との比較 
 専門家の各設問に対する反応は、群間比較
では一般人とほぼ同じパターンを示した。た
だし、「予見可能性」「回避可能性」なについ
ては、一般人と反応パターンが微妙に異なっ
ていた。それらの判断は法律技術的色彩を帯
びることによると解釈される。 
 次に、オブジェクト認知とそれと対応する
メタ認知（一般人の認知の推測）を比べると、
ほとんどの設問で、メタ認知の方が極端で加
害関係者の責任を肯定する方向であった。こ
れは「一般人は単純に反応するであろう」と
いう専門家のエリーティズムの現れと解釈
された。 



 加害関係者の損害額の負担割合に関する
設問では、どの群においても、一般人と法律
家で反応パターンが非常に似ていた。これは、
不法行為における負担割合の議論は、高度に
法律技術的に見えるが、負担割合そのものに
ついては、法外的な判断で一般人の認知と余
り変わらないことを意味している。 
 最後に、法人処罰については、法律家サン
プルも非常に肯定的であった。 
 以上の結果から、法律専門家は、法外的な
判断は一般人と同じであるが、事件類型ごと
に個々の関係者の予見可能性、回避可能性な
どを判断して、一般人に比べてはるかに緻密
な(法律的)判断をしていることが示された。
この事実の裏側と考えられるのが、法律専門
家は一般人の認知は単純であると考えてい
るという結果で、法律専門家のエリーティズ
ムの基礎をなしていると考えられる。法律専
門家の認知の特徴を描き出した以上の結果
は、専門家と一般人の的確なコミュニケーシ
ョンの構築に向けて重要な示唆を与える。 
(5) 集合的罪悪感 
 集合的罪悪感を要請する被害者感情には、
加害当事者集団が過去の歴史上の存在であ
っても、現在の無関連な成員集団との間に認
知される連続性が規定要因となって、喚起さ
れるという特質があることが、初めて実証的
に示された｡また、集団間過程についてはさ
らに、偏見の活性化過程やコミュニケーショ
ン過程の詳細についても検討が行われ、集団
間文脈における責任概念について包括的理
解を可能にするための一連の知見が併せて
得られた。 
(6) 法意識プライミング 
 命令的規範と記述的規範の比較対照を行
うことにより、社会的アイデンティティーと
の関連が示された。一方、規範遵守傾向に対
するプライミング効果については予期しな
い結果も多数見られ､顕在的認知過程だけで
無く潜在的過程についても、さらに詳細な検
討の必要性という､将来の研究に対する示唆
も多く得られた。 
(7) 法教育の実践 
 以上に述べた実証的成果や、応用倫理学的
な社会的実装の成果を視座に入れながら、法
学と心理学の専門家に対しても有用な学術
的知見の提供を目的とした学際的かつ総合
的な研究書籍の出版に向けた執筆･編集作業
が進行中である。倫理教室における教材の開
発、その効果に関する調査の結果もその一部
に活用されている。 
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